
様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 水道料金システム 

行政機関等の名称 水道事業管理者 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
上下水道部水道課 

個人情報ファイルの利用目的 水道料金及び下水道使用料を賦課徴収するため 

記録項目 

1お客様番号、2使用者名、3所有者名、4送付先、5預金口

座番号、6 連絡先、7水栓所在地、8使用者住所、9メーター

番号、10 開始日、11休止日、12料金、13収納額 

記録範囲 知立市上下水道の契約者 

記録情報の収集方法 提出された給水（使用・廃止・中止）届等 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 料金徴収等包括委託業者 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）上下水道部水道課 

（所在地）知立市広見三丁目１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
― 

備   考 

 

 



 

様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 給水装置工事管理台帳 

行政機関等の名称 水道事業管理者 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 
上下水道部水道課 

個人情報ファイルの利用目的 給水装置の工事申請の進捗管理のため 

記録項目 1. 

1.受付日、2.所有者、3.工事の種別、4.設置場所、5.口径、 

6.水栓番号、7.給水方式、8.給水装置使用材料、9.指定工

事店 

 

記録範囲 給水装置工事の申請者 

記録情報の収集方法 
提出された給水装置工事の申請者（設計審査・令書発行・台帳作

成等） 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 料金徴収等包括委託業者 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

（名 称）上下水道部水道課 

（所在地）知立市広見三丁目１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21条第７項に該当す

るファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨 
－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間 

－ 

備   考 

 

 



 

様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 下水道使用料システム 

行政機関等の名称 知立市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
上下水道部下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 
使用者に使用料を賦課するため（検針及び徴収事務等につい

ては、水道課に委託） 

記録項目 

1お客様番号、2使用者名、3所有者名、4送付先、5預金口

座番号、6連絡先、7水栓所在地、8使用者住所、9メーター

番号、10開始日、11休止日、12料金、13収納額 

記録範囲 知立市上下水道の契約者 

記録情報の収集方法 提出された下水道使用開始・廃止・休止届 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 料金徴収等包括委託業者 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）上下水道部下水道課 

（所在地）知立市広見三丁目１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☐有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
― 

備   考 

 

 



様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 下水道受益者負担金管理システム 

行政機関等の名称 知立市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
上下水道部下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 
受益者負担金を賦課・徴収する事務の処理の基礎とするた

め。 

記録項目 

１．住民コード、２．氏名情報（カナ・漢字）、３．届出日、

４．現住所情報、５．電話番号、６．口座番号、７．金融機

関名、８．口座名義人（カナ・漢字）、９．負担金額、１０．

通知書番号 

記録範囲 

下水道の供用開始区域内に存する土地の所有者 

※地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利の目

的となっている土地については、それらの権利を持つ者 

記録情報の収集方法 本人又は他部署（税務課）との情報連携 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 無 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）上下水道部下水道課 

（所在地）知立市広見三丁目１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
― 

備   考 

 

 



 

様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 排水設備工事の申請等 

行政機関等の名称 知立市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
上下水道部下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 下水道利用者状況及び排水設備状況の管理を行うため。 

記録項目 

１．申請者かな性、２．申請者かな名、３．申請者漢字性、

４．申請者漢字名、５．申請者住所、６．申請者連絡先、７．

申請地、８．水栓番号、９．メーター番号、１０．取付管番

号、１１．指定工事店、１２．工事店責任者名、１３．使用

水の種類、１４．世帯人数、１５．配管平面図、１６．申請

地土地所有者氏名、１７．申請地土地所有者住所、１８．申

請地土地所有者連絡先 

記録範囲 下水道利用者の情報及び配管状況 

記録情報の収集方法 本人からの申請による 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 無 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）上下水道部下水道課 

（所在地）知立市広見三丁目１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
― 

備   考 

 

 



 

様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 取付管設置位置承諾書 

行政機関等の名称 知立市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
上下水道部下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 
取付管を設置する際に、建物使用者又は土地所有者の承諾を

得て施工するため、記入してもらうもの。 

記録項目 

１．建物使用者住所、２．建物使用者氏名、３．建物使用者

連絡先、４．土地所在地、５．土地所有者住所、６．土地所

有者氏名、７．土地所有者連絡先、８．取付管設置位置図、 

 

ただし、建物と土地の所有者が同じならば、土地所有者の記

載は不要 

記録範囲 建物所有者、土地所有者 

記録情報の収集方法 本人からの申請による 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 当事者 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）上下水道部下水道課 

（所在地）知立市広見三丁目１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
― 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
― 

備   考 

 

 


